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様式第四（第６条関係）  

  

認定事業再編計画の内容の公表  

  

１．認定をした年月日  

令和８年６月 24 日  

  

２．認定事業再編事業者名 

らくのう乳業株式会社  

  

３．認定事業再編計画の目標  

(1)事業再編に係る事業の目標  

東日本地域の生乳生産量の９割強は、東北生乳販売農業協同組合連合会、関東生乳販売農業協同

組合連合会が管内の酪農家から受託する生乳が占めている。受託数量の太宗は、飲用等向けに仕向

けられ、同地域の牛乳をはじめとする飲用牛乳等の需要に応えている。一方、飲用需要量と生乳生

産量のギャップは、年末年始や春休みなど季節偏差をもって発生し、乳製品製造施設にて保存の利

く乳製品を製造することで生乳の需給調整をしている。 

同地域に所在する乳製品製造施設は、いずれも操業開始から相当年数が経過しており、故障や製

造施設の閉鎖によって生乳廃棄の発生が危惧される。このような事態を招かないために、新たな乳

製品製造施設を東日本地域の中心に立地する福島県に建設することにより、地域全体の需給調整に

効率的に貢献することができる。 

以上の目的を果たすため、全国酪農業協同組合連合会、全国農業協同組合連合会、東北生乳販売

農業協同組合連合会、関東生乳販売農業協同組合連合会の４者の共同出資による新会社となる「ら

くのう乳業株式会社」を設立して乳製品加工施設を新設することとした。 

  

(2)農産物流通等の合理化に関する数値目標並びに生産性及び財務内容の健全性の向上を示す数値目標  

① 農産物流通等の合理化に関する数値目標  

乳製品製造施設の新設を機に、全国酪農業協同組合連合会北福岡工場の閉鎖を進める。新設した

乳製品製造施設は、貯乳能力 1,050 t（150ｔタンク７基）、最大処理能力日量 400ｔを有すること

で、年末年始や春休みなどの繁忙期での需給調整機能を発揮するとともに、最新鋭の乳製品加工

機械装置を導入することによって製造・出荷体制を強化・効率化する。また、出資４者の連携に

より管内の乳製品向け生乳を同施設に搬入させることで、令和 12 年度に集乳量として 64,545ｔ

（令和７年度全酪連北福岡工場実績 38,635ｔ）と増加させることを目標とし、もって東日本地域

を中心とする酪農生産者及び管内乳業者の健全な発展に寄与することを目指す。  

  

② 生産性の向上を示す数値目標  

生産性の向上に関しては、令和 12年度の１日当たりの乳製品の製造量を 24.3ｔ（令和７年度全

酪連北福岡工場実績 15.0ｔ）と増加させ、年間平均稼働率を 190％とすることを目指す。 

  

③ 財務内容の健全性の向上を示す数値目標  

財務内容の健全性の向上に関しては、令和 12 年度において当社の有利子負債はキャッシュフロ

ーの 10 倍以下、経常収支比率は 100％以上となる予定である。  

  

４．認定事業再編計画に係る事業再編の内容  

(1)事業再編に係る事業の内容  

 ①計画の対象となる事業 

牛乳・乳製品製造事業 

  

②実施する事業の構造の変更と方式の変更の内容  

（事業の構造の変更）  

らくのう乳業株式会社は、全国酪農業協同組合連合会、全国農業協同組合連合会、東北生乳販売

農業協同組合連合会、関東生乳販売農業協同組合連合会からの出資を受入れる。  
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（事業の方式の変更）  

福島県郡山市に乳製品製造施設の新設及び最新設備を導入することにより、脱脂粉乳、バター

の製造・出荷体制を強化・効率化して生産性向上を図るとともに、消費者のニーズに対応した商

品の開発・製造を行う。  

  

(2)事業再編を行う場所の住所    

 らくのう乳業株式会社 福島県郡山市大槻町字古屋敷 80番１号 

  

(3)関係事業者又は外国関係法人に関する事項該当なし。  

  

(4)事業再編を実施するための措置の内容別表のとおり。  

  

５．事業再編の開始時期及び終了時期  

開始時期：令和８年７月～終了時期：令和 13 年３月  

  

６．事業再編に伴う労務に関する事項  

出向者は全酪連北福岡工場かららくのう株式会社への出向者に限り、解雇は行わない。  

 

７．事業再編に係る競争に関する事項  

 該当なし。     
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別表 事業再編の措置の内容  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

措置事項 実施する措置の内容 

及びその実施する時期 

期待する支援措置 

規則第１条第１項の要件 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四 出資の受入れ 

全国酪農業協同組合連合会 

950百万円 

全国農業協同組合連合会    

950百万円 

東北生乳販売農業協同組合連合会 

10百万円 

関東生乳販売農業協同組合連合会 

10百万円 

計1,920百万円 

実施日：令和 7年 10 月 1日 

 

法第２条第５項第２号の要件   

 

 

 

 

 

農業資材又は農産物に係る

新たな生産若しくは販売の方

式の導入又は設備等その他の

経営資源の高度な利用による

農業資材又は農産物の生産又

は販売の効率化 

飲用需要量と生乳生産量のギャップ

は、乳製品製造施設にて保存の利く乳

製品を製造することで生乳の需給調整

をしている。東日本地域に所在する乳

製品製造施設は、いずれも操業開始か

ら相当年数が経過しており、故障や製

造施設の閉鎖によって生乳廃棄の発生

が危惧される。このような事態を招か

ないために、新たな乳製品製造施設を

東日本地域の中心に立地する福島県に

建設し、最新鋭の機械設備による効率

的な製造を行う。併せて、全酪連北福

岡工場を閉鎖し機能を移管する。 

以上により、地域全体の生乳需給調

整に効率的に貢献する。 

実施日:令和8年7月～令和13年３月 

法第 25 条 

（㈱日本政策金融

公庫による資金の

貸付け） 

法第 24 条（中小

企業基盤整備機構

による債務保証） 

 

 

 

 

 


